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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エラストマー物品補強用の鋼コードであって、コアフィラメント直径を有するコアフィ
ラメントと、前記コアフィラメントの周囲に配置され、前記コアフィラメント直径よりも
大きいかまたは等しい直径を有する複数のフィラメントからなる第１層と、前記第１層の
周囲に配置され、前記コアフィラメント直径よりも大きいかまたは等しい直径を有する少
なくとも１本のフィラメントからなる第２層と、を備え、前記フィラメントの全てが、同
一の撚り長さおよび同一の撚り方向で撚り合わされているものにおいて、
　前記コアフィラメント直径の少なくとも４０％でありかつ最大７０％の幅を有する集合
間隙が、前記第１層のいずれかのフィラメント間に形成されるように、前記撚り長さと、
前記コアフィラメント直径と、前記第１層のフィラメント直径とが決定され、前記第２層
のいずれかフィラメントが前記集合間隙内に断続的に取り込まれ、前記コアフィラメント
が、前記撚り長さおよび撚り方向において実質的に螺旋状に変形されていることを特徴と
する鋼コード。
【請求項２】
　前記第１層は、第１のフィラメント直径を有する複数のフィラメントを含み、前記第１
のフィラメント直径は、前記コアフィラメント直径よりも大きいことを特徴とする請求項
１に記載の鋼コード。
【請求項３】
　前記第１層は、前記第１のフィラメント直径を有する前記複数のフィラメントに隣接し
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て前記コアフィラメント直径を有する複数のフィラメントを含むことを特徴とする請求項
２に記載の鋼コード。
【請求項４】
　前記第１層は、前記第１のフィラメント直径を有する前記複数のフィラメントとそれら
に隣接して前記コアフィラメント直径を有する複数のフィラメントとからなることを特徴
とする請求項２に記載の鋼コード。
【請求項５】
　前記第１層のフィラメント数は３，４，または５であることを特徴とする請求項１～４
のいずれか一項に記載の鋼コード。
【請求項６】
　前記第１層のフィラメント数は５であり、前記第１のフィラメント直径の前記コアフィ
ラメント直径に対する比率は１０２％～１２０％であることを特徴とする請求項５に記載
の鋼コード。
【請求項７】
　前記第２層のフィラメント数は１～１０であることを特徴とする請求項６に記載の鋼コ
ード。
【請求項８】
　前記第２層の前記複数のフィラメントは、前記コアフィラメン直径または前記第１のフ
ィラメント直径（ｄ１）のいずれかを有していることを特徴とする請求項７に記載の鋼コ
ード。
【請求項９】
　前記第２層の前記複数のフィラメントは、全てが前記第１のフィラメント直径を有して
いることを特徴とする請求項７に記載の鋼コード。
【請求項１０】
　前記第１層のフィラメント数は４であり、前記第１のフィラメント直径の前記コアフィ
ラメント直径に対する比率は１７０％～２０５％であることを特徴とする請求項５に記載
の鋼コード。
【請求項１１】
　前記第２層のフィラメント数は２～８であることを特徴とする請求項１０に記載の鋼コ
ード。
【請求項１２】
　前記第２層の前記フィラメントは、前記コアフィラメント直径または前記第１のフィラ
メント直径のいずれかを有していることを特徴とする請求項１１に記載の鋼コード。
【請求項１３】
前記第２層の前記複数のフィラメントは、全てが前記第１のフィラメント直径を有してい
ることを特徴とする請求項１１に記載の鋼コード。
【請求項１４】
　前記フィラメントは、真鍮被覆されていることを特徴とする請求項１～１３のいずれか
一項に記載の鋼コード。
【請求項１５】
　前記フィラメントは、亜鉛被覆されていることを特徴とする請求項１～１３のいずれか
一項に記載の鋼コード。
【請求項１６】
　前記亜鉛被膜は、２μｍよりも薄く、溶融亜鉛メッキによって付与されていることを特
徴とする請求項１５に記載の鋼コード。
【請求項１７】
　前記フィラメントは、有機官能基シラン、有機官能基チタン酸塩、または有機官能基ジ
ルコン酸塩のうちの少なくとも１つを含む接着プライマーによって被覆されていることを
特徴とする請求項１４～１６のいずれか一項に記載の鋼コード。
【請求項１８】
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　鋼コードの製造方法であって、
　スプールに巻かれたコアフィラメントを準備するステップと、
　スプールに巻かれた第１層の複数のフィラメントおよび第２層の複数のフィラメントを
準備するステップであって、前記第１層の前記複数のフィラメントおよび前記第２層の前
記複数のフィラメントが請求項１～１７のいずれか一項に従って選択された直径を有する
ようなステップと、
　前記複数のフィラメントを所定の撚り長さおよび撚り方向で撚り合わせるための回転軸
心を有する撚り線機を準備するステップと、
　前記各フィラメントを前記各スプールから前記撚り線機に供給するステップであって、
第１の撚合点で、前記第１層の前記複数のフィラメントの中心に前記コアフィラメントが
導入されて中間ストランドが形成され、更なる撚合点で、前記中間ストランドの周囲に残
余の複数のフィラメントが配置されるようなステップと、
を含むものにおいて、
　前記コアフィラメントが、前記撚り線機の前記回転軸心に対して静止角度を有して前記
第１の撚合点に導入されることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　前記第１層の前記複数のフィラメントは、前記第１層の前記複数のフィラメントに、前
記第２層のフィラメントが断続的に取り込まれるような集合間隙を形成すべく、前記コア
フィラメントに対して角度を有して一方に片寄って供給されることを特徴とする請求項１
８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記各フィラメントは、それぞれ所定の巻出し張力で前記撚り線機に供給され、前記コ
アフィラメントの巻出し張力は、フィラメント位置の断続的な変化を引き起こすために、
前記第１層および前記第２層のフィラメントの巻出し張力のいずれか１つよりも小さいこ
とを特徴とする請求項１８または１９に記載の方法。
【請求項２１】
　タイヤ、ホース、引上げベルト、コンベヤベルト、駆動ベルト、および補強帯片からな
る群から選択される補強エラストマー製品であって、請求項１～１７のいずれか一項に記
載の鋼コードを備えた補強エラストマー製品。
【請求項２２】
　前記エラストマーは、ポリウレタンであることを特徴とする請求項２１に記載の補強エ
ラストマー製品。
【請求項２３】
　前記エラストマーは、ゴムであることを特徴とする請求項２１に記載の補強エラストマ
ー製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、補強材がエラストマーに埋設され、繰り返される引張り／引張りサイクルを
受ける用途の補強に特に適するより効果的な鋼コードを製造する簡単な方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　今日、当技術分野において「歯付きベルト」、「伝動ベルト」、または「タイミングベ
ルト」としても知られている同期ベルトは、もはや運動の高精度かつ高出力の伝達に特に
好ましい機械にのみ用いられるものではなく、ガレージドアオープナーまたはスライドド
アのような日常的な機器にも用いられている。これらの用途では、同期ベルトは、作動中
の騒音に関して、従来のケーブル機構またはチェーン機構よりも好ましい。これらのシス
テムでは、同期ベルトは、力および速度に関して相対的に中程度の負荷を受けるようにな
っているが、システム全体の価格および寿命のような、他の課題が重要になってきている
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。
【０００３】
　少なくとも鋼コード、これまでの例では、通常、ストランドコードによって補強されて
いる同期ベルトの場合、これらのコ－ドは、例外なく、コストに関する欠点（「コストの
問題」）を有している。実際、ストランドコードは、多数のストランドを撚り合わせて作
製されるが、これらのストランドの各々が、まず多数の鋼フィラメントを撚り合わせて作
製されなければならない。その結果として、少なくとも２回の加工手順が必要になる。こ
のようなストランドコードは、典型的には、３×３、７×３、３＋５×７、・・・の型式
を有している。例えば、最後の式は、互いに撚られた３本のフィラメントからなるコアス
トランドが、５本のストランドであって、各々が単一コアワイヤの周囲に６本の外側ワイ
ヤを撚ることによって得られた、５本のストランドによって囲まれていることを示してい
る。この型式のものは、極めて初期の鋼コードを代表するものであり、１９３０年代の終
わりにラジアルタイヤの補強に用いられ、１９６０年代になってこの目的のために多量に
用いられるようになった。これらの鋼コードは、ベルト、特に、同期ベルトの補強に第２
の製品寿命を見出している。特に、ポリウレタンベルトは、主に、このような鋼コードに
よって補強されている。この用途では、鋼コードは、エラストマー素地内における機械的
固定（anchorage）に適している。実際、例えば、３×３鋼コードは、極めて粗い外周面
を有しており、ベルトの押出成形中にこの外周面にポリウレタンが浸透することになる。
冷却後、固化したポリウレタンがコードをベルト内に固定する。さらに、ストランド内に
おけるフィラメントの捩れおよびコード内におけるストランドの捩れによって、どのフィ
ラメントもポリウレタンに接触することになる。その結果、ベルトの歯に加えられた力は
、ポリウレタンを介して、コード内の全てのフィラメントに伝達される。従って、全ての
フィラメントは、略同じ大きさの力を受けることになる。
【０００４】
　しかし、ストランドコードは、いくつかの欠点を有している。製造コストが高いこと以
外に、ストランドコードは、やや高い初期伸びを有する傾向がある。実際、ストランド（
撚線）は、コード内で螺旋バネとして機能するので、初期状態ではより低い力によって作
用し、（従って「寸法の問題」を生じさせ）、例えば、同期ベルトの場合、歯－歯の距離
を制御するのが困難になることがある。これに対する解決策が特許文献１に記載されてい
る。しかし、この解決策は、コストの課題を解消していない。すなわち、タイヤ補強用の
鋼コードに関して、最初の段階ではこのような層構造が導入されたが、コストの圧迫から
、コスト低減を意図するさらなる段階として、コンパクトコード構造が導入されている。
同じように層構造を用いる解決策が、同期ベルトに対して試みられている（例えば、特許
文献２参照）。分類する上で、層構造は、フィラメントまたはストランド（例えば、３×
１または４×１の単一ストランド）のいずれでもよいコアの周りに、フィラメントの層が
、コアの撚り長さや撚り方向と異なる撚り長さや撚り方向にて撚り合わされる構造である
。典型的な例は、３＋９である。これは、３×１のコアストランドが、コアの撚り長さま
たは撚り方向と異なる撚り長さまたは撚り方向で撚られた９本のフィラメントによって、
囲まれていることを示している。このような積層プロセスを繰り返すことによって、１＋
６＋１２または３＋９＋１５のような構造を得ることができる。後者の構造は、極めて一
般的なタイヤ補強用の鋼コードである。このような層状コードの製造は、２つ以上のステ
ップを含んでいるが、フィラメントを用いるステップにおける機械の運転時間の方が、ス
トランド（一般的に太く、機械のスプールに巻かれる長さが短い）を用いるステップにお
ける機械の運転時間よりも著しく長くなる。
【０００５】
　最終的なコスト節約は、コードの全てのフィラメントに同一の撚り長さおよび同一の撚
り方向を与えることによって、これらの全てのフィラメントを単一の処理ステップで一緒
に回転させることによって達成することができる。このようなコードは、「単撚り」コー
ドと呼ばれている。具体的には、１９コンパクトコードまたは２７コンパクトコードのよ
うな構造が得られている（このような鋼コードの最先の開示は、おそらく特許文献３であ
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る）。１９コンパクトコードまたは２７コンパクトコードは、同一の撚り長さで撚り合わ
された１９本または２７本の同一の鋼フィラメントから構成されている。フィラメントは
、「コンパクト」な６角形状に配列され、これが、この構造の名称の由来になっている。
これらの「コンパクト構造」は、好ましい製造コストに加えて、多数の利点、例えば、フ
ィラメント間の線接触（層構造におけるフィラメントが互いに交差する点接触であるのと
は対照的）によって、フィラメントの強度を最適に利用でき、かつ、それにより耐用期間
を改善できるという利点が得られる。しかし、コンパクトコードは「コア移動の問題」を
有している。コア移動の問題は、エラストマーに埋設されたコードが周期的に曲げられる
際に生じる。中心フィラメントは、鋼フィラメントからなる周囲層によってしか保持され
ておらず、これらのフィラメント間における摩擦が比較的小さいので、これらの中心フィ
ラメントは、鋼コードから外に移動する傾向にある。
【０００６】
　「コア移動」を解消する多くの解決策が提案されている。例えば、特許文献４に示唆さ
れているように、コード内のフィラメントに相対的な位置変化を導入する方法が提案され
ている。特許文献５に示唆されているように、フィラメントを互いに絡み合わせることに
よって、コード内にランダム性を導入する他の解決策も提案されている。さらに他の解決
策は、外層内のより細いフィラメントによって囲まれたコア内により太いフィラメントを
導入するもので、一般的な例は、３｜９である（縦線「｜」は、内側のコアフィラメント
を外層のフィラメントから区別して示すものである。例えば、特許文献６参照）。より太
いコアフィラメントが外層を拡げ、その結果、ゴムがコアに達することができるので、ゴ
ムとコアフィラメントの付着性被覆との間に生じる付着力によって、コアフィラメントが
固定されることになる。これらの解決策、特に、最後の解決策は、タイヤ補強の分野では
極めて有効であることが判明しているが、同期ベルトに用いられる場合には、特に、エラ
ストマーがポリウレタンのような熱可塑性材料である場合には、役に立たないことが判明
している。
【０００７】
　これは、以下に述べるような多くの理由に起因している。
【０００８】
　Ａ．　ベルトの補強材は、繰り返される引張り／引張りサイクルを受け、この場合、最
も大きい引張力は、駆動プーリの方に移動するベルト部分（送り経路、張り側）に加えら
れ、より低い力が、駆動プーリから離れるベルト部分（戻り経路、弛み側）に加えられる
ことになる。このようなベルトが、戻り経路において弛むと、コードは、圧縮を受けるこ
ともある。これは、システムの機能にとって、極めて好ましくない。この場合、繰り返さ
れる引張り／引張りサイクルによって、層状コードまたはコンパクトコードのコアに「蠕
動」作用が生じ、これによって、コアは、ゆっくりであるが、確実にベルトから抜け出る
ことになる。従って、「コア移動」の問題は、タイヤ補強におけるよりも、ベルト補強の
場合に、より一層著しくなる。
【０００９】
　Ｂ．　外側のフィラメントしかエラストマーに接触しない可能性がある。この場合、プ
ーリの歯に加えられた力は、補強材の外側フィラメントにしか伝達されないことになる。
コアの鋼フィラメントと外層の鋼フィラメントとの間には、摩擦が殆どまたは全く存在し
ないので、外側フィラメントのみが全ての負荷（超過分の負荷さえも）を受ける一方、コ
アフィラメントは負荷を受けない状態にある。これを解消するために、補強材を部分的に
大径にする試みもなされているが、この試みは、層状コード構造やコンパクトコード構造
を導入することによって得られたコスト面での優位性を無効にするものである。特許文献
６（前出）において示唆されている解決策は、ここでは役に立たない。何故なら、ポリウ
レタンベルトの製造中に作用する圧力は、例えば、ゴムの加硫中の圧力よりも低いので、
ポリウレタンはコアまで浸透できず、かつ、化学的な付着性の欠如によって、コアを外側
フィラメントに接着させることができないからである。
【００１０】
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　Ｃ．　層状構造の外面は、極めて滑らかである。すなわち、多くの細いフィラメントが
互いに密に配置されている。その結果、エラストマー内に鋼コードの機械的固定が生じる
可能性が低下することになる。コンパクトコードは、撚り長さのピッチを有するスクリュ
ー状の規則的な多角形の外形を有しているが、このスクリュー状の表面は、中程度の機械
的固定をもたらすのにさえ不充分である。また、特許文献５において示唆されているよう
なフィラメントの絡み合いは、ここでは改良をもたらさない。何故なら、特許文献５にお
けるフィラメントの位置変化は、多数の撚り長さに亘ってのみ生じるので、個々の位置に
おける固定をもたらさないからである。
【００１１】
　前記理由Ａによって、抜け出たコアフィラメントがプーリ軸に絡みつき、ベルト伝達シ
ステムに全面的な機能障害をもたらすことがある。この問題は、例えば、（１＋３ｎ）型
式の構造におけるように、コアが単一フィラメントである場合にさらに悪化する。何故な
ら、直線状のコアフィラメントは、周囲の層によって保持されているが、圧縮され難いか
らである。
【００１２】
　ドアオープナー（ガレージの）におけるように、ある長さの歯付きベルトの一端が、（
ベルトを締め付けることなく）最後の３～１０の歯を保持する噛合クランプによって、保
持される用途では、前記理由Ｂによって、クランプ位置に予期しないベルトの破断が生じ
る場合があり、この際、コアフィラメントは破断せずに外側フィラメントのみが破断する
場合がある。これは「順次破断の問題（sequential breakage problem）」と呼ばれてい
る。また、最悪の場合には、前記理由Ｃによって、すなわち、滑らかな表面による「機械
的固定」の欠如によって、鋼コード全体がエラストマーから分離する場合がある。
【００１３】
　要約すると、同期ベルトの補強材としての鋼コードの使用を進展させるためには、実際
に克服しなければならないいくつかの課題、例えば、
　１．コストの問題
　２．寸法の問題
　３．コア移動の問題
　４．順次破断の問題
　５．機械的固定の問題
がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】国際特許出願公開第２００５／０４３００３号パンフレット
【特許文献２】米国特許第４，１５８，９４６号明細書
【特許文献３】特開昭５１－５８５５５号公報
【特許文献４】米国特許第４，７２４，６６３号明細書
【特許文献５】米国特許第４，８２８，００１号明細書
【特許文献６】欧州特許出願公開第０１９４０１１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　従って、本発明の目的は、上記の５つの問題の少なくともいくつかを個々に解消するレ
ベルのコードを見出すことにある。好ましくは、少なくともコア移動の問題、順次破断の
問題、および固定の問題を解消するコードを見出すことにある。本発明のさらに他の目的
は、単一コードに関連する全ての問題を解消することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　最終的に、本発明者らは、先行技術に関連する問題を解消することができるコードを見
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出している。このコードの根底にある発想は、請求項１に記載の特徴を有するあらゆる種
類の構造に効果的に拡張させることができるものである。有利な実施形態は、従属請求項
に記載されている。
【００１７】
　当初から、単撚りコードのみがコストの問題を解消できると見込まれていた。何故なら
、単撚りコードは、撚り合わせステップを１回しか用いない唯一のコードだからである。
単撚りコードは、高弾性率および低初期伸びを有するコードでもある。しかし、先述した
ように、タイヤ補強を目的とする先行技術の解決策は、ポリウレタンベルトに適用した場
合には役に立たない。何故なら、製造に用いられる圧力が低く、ポリウレタンとの化学的
な付着性が欠如しているこの用途では、コア移動の問題がより著しく生じるからである。
【００１８】
　出発点として、コアフィラメント直径「ｄ０」を有するコアフィラメントを備える単撚
りコードを選択することにする。このコアの周囲に、第１層のフィラメント群が配置され
ている。第１層の各フィラメントの直径は、互いに異なっていてもよいしまたは等しくて
もよいが、いずれにしても、これらの直径のいずれか１つは、コアフィラメントの直径よ
りも大きいかまたは等しくなっている。このような第１層の周囲に、第２層のフィラメン
ト群が配置されている。ここで、第２層の各フィラメントの直径は、互いに異なっていて
もよいが、これらの直径の各々は、コアフィラメントの直径と等しいかまたはそれより大
きい。これらのフィラメントが、１回の加工手順によって、同一の単撚り長さおよび同一
の単撚り方向で互いに撚られることになる。このプロセスによって、第１層および第２層
の鋼フィラメントは塑性変形し、コードから解されても、撚り合わされた際の単撚り長さ
および単撚り方向を呈している。
【００１９】
　このような型式のコードは周知であり、第１層の互いに等しい５本のフィラメントによ
って囲まれた単一コアを有する特定の例が、欧州特許出願公開第１４７４５６６号明細書
に記載されている。これらの型式のコードでは、第１層のフィラメント間の間隙は、一般
的に小さく、しかし、各フィラメントが撚られるときに互いに接触せずかつコアフィラメ
ントの固定が維持されるべく、過度に小さくならないように維持されている。これは、通
常、規則正しく配置された第１層のフィラメントと接線方向に接触するのに必要とされる
よりもいくらか大きいコアフィラメント直径を選択することによって行われている。この
ような配列は比較的安定し、これらのフィラメントは、製造中および使用中において位置
を変えることができない。
【００２０】
　ここで、コアが当技術分野において容認できると見なされているよりもはるかに大きく
なっている配列をさらに検討することによって、本発明者らは、いくつかの驚くべき効果
を見出した。撚り長さ、コアフィラメント直径、および第１層のフィラメントの直径のそ
れぞれの特定値によって、第１層のフィラメントの全てが互いに寄せ集められたとき、第
１層内に１つの未充填区域（unfilled segment）を生じる。この未充填区域は、第２層の
フィラメントを拘束できるような幅を有する間隙を構成することになる。「集合間隙（ag
gregate gap）」の定義は、図１を考察することによって、最もよく理解されるだろう。
この図は、ｄ０に関して極めて大きい撚り長さ（例えば、ｄ０の５０倍）を有するコード
構造の断面を表している。集合間隙「δ」は、δよりも大きい寸法の円形フィラメントを
通過させることはできないが、δよりも小さい直径のフィラメントを（コアフィラメント
が妨げる可能性を無視した場合に）通過させることができる「ゲート」である。第１層の
フィラメント群が、第１の直径ｄ１を有する互いに等しいフィラメントからなる場合、高
校の幾何学によって、間隙「δ」は、第１の近似として、以下の式で表されるδと等しい
ことが分かる。
【００２１】
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【数１】

【００２２】
　「ｎ」は、第１層内に互いに干渉せずに嵌合し得る第１層のフィラメント数であり、「
Ｌ」は、全てのフィラメントに付与される単撚り長さである。この近似式は、撚り長さが
大きい場合、および、撚り長さは一般的であるが直径が充分な精度を有している場合には
、完全なものに近くなる。第１層が互いに異なる直径（但し、いずれの直径もｄｏよりも
大きいかまたは等しい）を有するフィラメントからなる場合、上式は、より複雑になるが
、以下に説明する本発明の着想は、依然として適用可能である。従って、上式は、本発明
を制限すると見なされるべきはなく、基本となる着想を説明するための媒体と見なされる
べきである。
【００２３】
　第１層のフィラメント直径が適切に選択されると、第２層のフィラメントがこの集合間
隙内に捕捉される可能性がある。第１のフィラメント直径「ｄ１」の４０％～６０％の幅
を有する間隙であれば、捕捉された第２層のフィラメントを取り込むのに充分である。こ
のような構造は、本質的に不安定である。何故なら、捕捉されたフィラメントは、第１層
内に入り込もうとするからである。その結果、第１層から他のフィラメントが無理やり押
し出され、これによって、第１層のフィラメントが第２層のフィラメントに置き換えられ
ることになる。この過程は、おおよそ、撚り長さごとに繰り返される。従って、フィラメ
ントの取り込みは断続的であり、第２層の異なるフィラメントが、順次、第１層内に取り
込まれることになる。従って、この集合間隙は、一定の静止間隙と見なされるべきではな
く、コードの長さに沿って連続的に角度変位する、第１層の互いに隣接するフィラメント
の変動対間に形成された区域と見なされるべきである。これらの位置変化は、全て、コー
ドの形成中に生じるので、このような配置によって、コアフィラメントは、もはや直線状
ではなく、他のフィラメントと同一の撚り長さおよび同一の撚り方向の変形を呈すること
になる。この変形は、コードの軸に沿って変化する半径を有する実質的に螺旋状に生じる
。この螺旋状に変形したコアフィラメントは、コア移動を阻止するのに役立ち、先行技術
によるこの種のコードには見られないものである。他の有利な間隙の範囲は、ｄ０の４７
％～７０％、またはｄ０の４０％～６４％、さらにｄ０の４７％～６４％である。間隙が
小さすぎても、また、大きすぎても安定構造をもたらし、この安定構造は、直線状のコア
フィラメント、すなわち、未変形のコアフィラメントをもたらすことになる。
【００２４】
　フィラメントは、０．０２ｍｍ～０．３０ｍｍ、さらに好ましくは、０．０４ｍｍ～０
．１７５ｍｍの直径を有する実質的に丸い鋼フィラメントである。好ましくは、普通炭素
鋼が用いられる。このような鋼は、一般的に、最小０．４０ｗｔ％Ｃ、または少なくとも
０．７０ｗｔ％Ｃ、最も好ましくは、少なくとも０．８０ｗｔ％Ｃ、かつ最大１．１ｗｔ
％Ｃの炭素含有量、０．１０ｗｔ％Ｍｎから０．９０ｗｔ％Ｍｎの範囲内のマンガン量、
および各々が好ましくは０．０３ｗｔ％未満の硫黄量およびリン含有量を含み、さらに、
付加的なマイクロ合金元素、例えば、網羅的な列挙ではないが、（０．２ｗｔ％から０．
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４ｗｔ％までの）クロム、ボロン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどを含んでいても
よい。このような炭素鋼フィラメントでは、２，０００ＭＰａを超える強度、好ましくは
、２，７００ＭＰａを超える強度のものが製造可能であり、現在では、３，０００ＭＰａ
を超える強度のものが普及しており、さらに４，０００ＭＰａを超える強度のものも用い
られている。また、好ましいのは、ステンレス鋼である。ステンレス鋼は、最小１２ｗｔ
％Ｃｒ、およびかなりの量のＮｉを含んでいる。さらに好ましいのは、より冷間成形に適
するオーステナイトステンレス鋼である。最も好ましい組成は、ＡＩＳＩ（アメリカ鉄鋼
協会）３０２、ＡＩＳＩ３０１、ＡＩＳＩ３０４、およびＡＩＳＩ３１６、またはＥＮ１
．４４６２の規格で知られている二相ステンレス鋼として、当技術分野において周知であ
る。
【００２５】
　代替例では、集合間隙を塞ぐフィラメントは、前記第１層と前記第２層との間の略中間
の位置を占有している。第１層のフィラメントが全て互いに等しくなっている簡素化され
た場合における、コアフィラメントと第２層のフィラメントとの間の距離の推定値が、以
下の表１に示されている。
【００２６】
　この「崩れた」第２層のフィラメントによって、溝がコードの外面に生じることになる
。このような溝は、コードをエラストマー内に係止するのに役立つので特に有利である。
さらに、この溝は、鋼コードの長さの全体に亘って角度位置が変化しているので、コード
の外面は、特に粗くかつ不規則になり、コードをポリウレタン内に係留するのに役立つこ
とになる。この結果をさらに推し進め、本発明者らは、可能となる最大の「飽和」レベル
からフィラメント数を減少させることによって、「不飽和」な層を生じさせることを試み
た。飽和状態にある第２層は、この出願の目的のために、第１層を形成するフィラメント
の数の２倍のフィラメントを備えている第２層として理解されたい。この「不飽和層」に
よって、エラストマーが流入して良好な固定をもたらし得るさらに深い溝が利用可能にな
る。また、集合間隙の存在によって、第２層のフィラメントがその層内において蛇行し、
コードの長手方向における不規則さを増すのにさらに寄与することになる。これらの全て
によって、コードがエラストマー内に埋設されたとき、より多くのフィラメントがエラス
トマーに接触するので、良好な力の分布が得られることになる。第２層内のフィラメント
の数は、最終的に１本まで減少させることができる。第２層のフィラメントの他の有利な
数は、第１層のフィラメントの数と同じか、または、第１層のフィラメントの数の２倍で
ある。第２層のフィラメントは、少なくともコアフィラメント直径と同じ直径を有してい
なければならない。何故なら、そのような直径を有していない場合、これらのフィラメン
トが間隙内に入り、安定構造を生じる可能性があるからである。好ましい構造は、第２層
が、コアフィラメント直径を有するフィラメントおよび第１のフィラメント直径を有する
フィラメントを備えている場合であり、または第２層が、第１のフィラメント直径を有す
るフィラメントのみを備えている場合である。
【００２７】
　最も好ましい構造は、コアフィラメントが、３本、４本、または５本の第１層フィラメ
ントによって囲まれているものである。０．４０×ｄ０と０．７０×ｄ０との間に集合間
隙を有する要件は、ｄ１／ｄ０の比率に関連している。
【００２８】
【表１】

【００２９】
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　これは、無限の撚り長さに対するものである。有限の撚り長さを導入すると、第１層の
フィラメント間の間隙が減少することになる。
【００３０】
　エラストマー内においてフィラメントを良好に機能させるために、フィラメントは、有
機被膜または無機被膜、例えば、金属被膜によって被覆されている。このような被膜は、
鋼コードを腐食に対して良好に保護するのに有用なものであってもよいし、または機械的
な固着に加えて、エラストマーとの化学的な付着性を可能にするのに有用なものであって
もよい。当技術分野において知られている適切な被膜は、以下のものである。
【００３１】
　－耐食性被膜は、例えば、亜鉛または亜鉛／アルミニウム合金である。最も好ましいの
は、欧州特許出願公開第１２８０９５８号明細書に記載されているような薄い溶融亜鉛メ
ッキ被膜である。このような亜鉛被膜は、２μｍ未満、好ましくは、１μｍ未満、例えば
、０．５μｍの厚みを有している。亜鉛－鋼の合金層が、亜鉛被膜と鋼との間に形成され
ることになる。
【００３２】
　－金属付着層は、ゴムがエラストマーとして用いられるときは、真鍮被膜である。所謂
、３相真鍮、例えば、銅－亜鉛－ニッケル（例えば、６４ｗｔ％／３５．５ｗｔ％／０．
５ｗｔ％）および銅－亜鉛－コバルト（例えば、６４ｗｔ％／３５．７ｗｔ％／０．３ｗ
ｔ％）、または亜鉛－ニッケルまたは亜鉛－コバルトのような銅を含まない付着系である
。
【００３３】
　－有機付着被膜は、好ましくは、国際特許出願公開第９９／２０６８２号明細書（ＮＶ
ベーカートＳＡ）に記載されているような有機官能基シラン、有機官能基チタン酸塩、ま
たは有機官能基ジルコン酸塩に基づく被膜である。
【００３４】
　本発明の第２の態様によれば、コードを製造するプロセスが権利主張されている。前記
方法は、当技術分野において知られているような単撚りコードの製造に用いられている標
準的な方法を、本発明のいくつかの特徴によって修正したものである。所定の直径を有す
る鋼フィラメントが、長さに応じた多数のスプールによって供給されることになる。フィ
ラメント直径は、前述したようにして選択されている。各フィラメントは、回転撚り線機
によって、同一の撚り方向および同一の撚り長さで撚り合わされる。このような撚り線機
は、明確に確定された回転軸心を有する撚り線機またはバンチャー機である。第１の撚合
点において、第１層のフィラメント群がコアフィラメントの周囲に配置され、これによっ
て、中間ストランドを形成することになる。第２の撚合点において、第２層のフィラメン
ト群がこの中間ストランドに加えられることになる。先行技術と異なっているのは、コア
フィラメントが傾斜して第１の撚合点に進入し、これによって、第１の撚合点に進入する
コアフィラメントと回転軸心とによって画成される仮想平面が、撚り線機に対して静止状
態に維持されることである。回転軸心とコアフィラメントとの間の角度は、好ましくは、
１～１０°、さらに好ましくは、２～５°である。このような偏位によって、コアフィラ
メントが中心から外方に僅かに引張され、それによって、第１層のフィラメントが一方に
片寄って配置され、集合間隙が生成されることになる。
【００３５】
　第１層のフィラメントの不均一な分布は、第１層のフィラメントを一方に片寄らせて供
給することによって改良されてもよい。「一方に片寄る」とは、例えば、５本のフィラメ
ントが第１の撚合点に供給される場合、これらのフィラメントが、７２°の均一な角度で
供給されず、例えば、６０°の角度で供給される（この場合、明らかに１２０°の大きな
１つの間隙が生じる）ことを意味している。
【００３６】
　各フィラメントは、機械に進入する際に、所定の張力を付与され緊張状態に保持されて
いなければならない。ここで、コアフィラメントの張力が第１層のフィラメントの張力よ
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りも低い値に保たれていると、コアフィラメントは、第１層のフィラメントによって、断
続的に位置を変化することになる。
【００３７】
　本発明の第３の態様によれば、本発明の鋼コードによって補強されたエラストマー製品
が規定されている。本発明の鋼コードは、主にガレージドアオ―プナーに用いられるベル
トの補強材として開発されたものであるが、当技術分野においてタイミングベルトまたは
同期ベルトとも呼ばれているあらゆる種類のベルトにも同様に良好に使用可能である。ま
た、エレベータに用いられる引上げベルトが、本発明の鋼コードによって補強されてもよ
く、これによって、既存の種類の補強材に対して費用効率の高い良好な代替品を提供する
ことができる。食品加工産業におけるようなコンベヤベルトを補強するために、このコー
ドを用いることも考えられる。また、高圧ホースを補強するのに、このコードが用いられ
てもよい。このコードのタイヤコードとしての使用は、まだ試験されていないが、既存の
層状コードまたはコンパクトコードに対する代替品として良好であると考えられる。
【００３８】
　以下、添付の図面を参照して、本発明をさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】コードの構造的特徴を明確にするための幾何学的配置を示す図である。
【図２ａ】本発明に係るコードの第１実施形態を示す断面図である。
【図２ｂ】本発明に係るコードの第１実施形態を示す他の断面図である。
【図２ｃ】本発明に係るコードの第１実施形態を示す他の断面図である。
【図３ａ】本発明に係るコードの第２実施形態を示す断面図である。
【図３ｂ】本発明に係るコードの第２実施形態を示す他の断面図である。
【図３ｃ】本発明に係るコードの第２実施形態を示す他の断面図である。
【図４ａ】本発明に係るコードの第３実施形態を示す断面図である。
【図４ｂ】コードの撚り長さの半分にわたる個々のフィラメントの移動軌跡を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　低コストの代替品を提供するための初期の提案は、欧州特許出願公開第１４７４５６６
号明細書に記載されているような（１｜３×ｎ）型式の構造、例えば、ｄ０＋（５×ｄ１

｜５×ｄ２｜５×ｄ３）を用いることであった。この構造では、コアフィラメント直径ｄ

０は、直径ｄ１の５本のフィラメントからなる第１層の中心に適合するために、充分に小
さくなっている。直径ｄ２のフィラメントおよび直径ｄ３のフィラメントが、第１層を囲
む第２層を形成している。括弧内のフィラメントは、１回の加工手順によって、単一撚り
で撚り合わされことになる。線「｜」は、「規則的に配置された」ときに中心に対して異
なる円上に位置するフィラメントを区別して示すものである。「規則的に」配置されると
いうのは、第１層のフィラメントの中心が正ｎ角形上にあることを意味し、ｎは、その層
におけるフィラメントの数である。第２層のフィラメントは、それらのフィラメントが供
給されるときの周方向配列（例えば、「ｄ２」と「ｄ３」の交互配列）に従って、第１層
の２つのフィラメントに隣接し、これらのフィラメントによって形成された間隙に適合し
ている。このような規則的な配列は、欧州特許出願公開第１４７４５６６号明細書に記載
されているように中心フィラメントがいくらか大きくなっていても、コア移動を生じる傾
向にある。
【００４１】
　ここで、第１層のフィラメント直径に対して、コアフィラメント直径を当業者が通常合
理的と考えている限界を越えて、さらに大きくすることによって興味深い現象が生じた。
第１層のフィラメント間の間隙が極めて大きくなると、第２層のフィラメントの１つが、
第１層の２つのフィラメント間に介入し、これによって、形成された間隙が拡大し、第１
層の他のフィラメントを共に押圧することになる。しかし、この介入した第２層のフィラ
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メントに充分な空間は設けられていないので、第１層内に完全には介入することができな
い。従って、このフィラメントは、一時的に第１層と第２層との中間に位置している。そ
の結果、不安定構造が形成され、第１層のフィラメントおよび第２層のフィラメントの相
対的な位置は、コード形成中に変化することになる。驚くべきことに、これによって、コ
アフィラメントが影響を受けないはずがなく、コードを解すと、コアフィラメントが、他
のフィラメントと同一の撚り長さおよび同一の撚り方向で（半径の変化を伴うものの）実
質的に螺旋状の変形を呈することが見出された。この特徴は、「安定構造」が得られる場
合には見出されないものである。他の主な特徴として、このコードは、特に粗い外観を有
している。この外観は、欧州特許出願公開第１４７４５６６号明細書に記載されている正
確な多角形の断面および規則的な態様のスクリュー形状の何れとも類似していない。
【００４２】
　図２に示される第１実施形態では、以下の幾何学的配列を有するコード２００を製造し
た。
【００４３】
　０．１２＋（５×０．１３；５×０．１３；５×０．１２）８ｍｍＳ
【００４４】
　すなわち、０．１２ｍｍのコアフィラメント２０２が、第１層において、０．１３ｍｍ
の５本のフィラメント２０４によって囲まれ、このフィラメント２０４が、第２層の（交
互に並んだ０．１３ｍｍのフィラメント２１２および０．１２ｍｍのフィラメント２１０
からなる）１０本のフィラメントによって囲まれている。このコードに対して、いくつか
のフィラメントがコアに対して１つの円上にもはや位置することができなくなるような態
様が選択されている。図２ａ，２ｂは、コードに沿って異なる箇所で切断されたこのよう
なコードの断面図である。
【００４５】
　ｄ１／ｄ０の比率は、１．０８である。コアフィラメントおよび第１層のフィラメント
は、８ｍｍの撚り長さにおいて５本のフィラメントがコアを囲むとき、０．１３ｍｍの５
５％の集合間隙が形成されるように選択されている。この間隙は、第２層のフィラメント
の１つを捕捉するのに充分な大きさを有しているが、第１層に６本のフィラメントを収容
するほど大きくない。第２層の１本のフィラメント、例えば、フィラメント２１０′が第
１層に介入した場合にも、空間が充分ではないので、第１層からフィラメント２０４′が
押し出されることになる。第２層から１本のフィラメントが少なくとも部分的に第１層に
介入するので、第２層が未飽和になり、断面図が示しているように、コードは、概して粗
い外観を有することになる。コードを解すと、コアフィラメントは、Ｓ方向において、８
ｍｍの同一撚り長さで、半径が変化するが実質的に螺旋状の変形を呈している。
【００４６】
　いくつかのさらなる詳細について述べると、このコードは、亜鉛被覆フィラメントから
作製され、その直径は、０．６０３ｍｍであり、（１２ｍｍ直径の円形アンビルを有する
標準的なマイクロメータによって測定された）最大直径と最小直径との間の差は、０．０
０７ｍｍと極めて大きい。線密度は、１．５８ｇ／ｍである。５２９Ｎの破断強度および
０．０１２％と極めて小さい構造伸びが測定されている。
【００４７】
　本発明のコードの利点は、ポリウレタンに埋設して引張り試験を行ったときに、特に顕
著になる。具体的には、約１２ｃｍの試料コードの両端を、試料を型内に保持し、その型
内に溶融ポリウレタンを注入することによって、長さ５ｃｍ、幅２ｃｍ、高さ１ｃｍのブ
ロックに埋設した。冷却の後、２つのポリウレタンブロックを互いに離れる方向に引っ張
り、破断に至る挙動を観察した。参考例として、（１＋６＋１２×０．１２０ｍｍ）型式
のコード（層状構造）を用いた。参考コードは、標準的な引張り試験（埋設せず）におい
て、６２０Ｎの破断強度を有している。２回の埋設試験を行うことによって、以下の結果
が得られた。
【００４８】
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【表２】

【００４９】
　参考コードは、明らかに、効率の悪い強度の挙動を示している。何故なら、コアがポリ
ウレタンに接触していないので、コアに引張力が殆ど作用せず、引張力がコードの外側シ
ースを介してのみコードに伝達されるからである。本発明のコードは、標準試験における
破断強度はかなり低いにも拘わらず、良好な実用上での強度を有することを明確に示して
いる。これは、コアフィラメントの良好な固定が得られ、かつ第２層内に第１層が介入し
、第２層が未飽和になることによって、ポリウレタンとの良好な接触が得られたことによ
ると言える。なお、標準試験に対して埋設試験での破断強度が増加しているのは、試料の
作製中に加えられた熱によって硬化が促進したことによると思われる。このように、本発
明のコードは、順次破断の問題を解消することができる。
【００５０】
　第２の実施形態において、上記の結果を他の幾何学的配列によって確認した。
【００５１】
　０．１７＋（５×０．１８５；５×０．１８５；５×０．１７）１２ｍｍＳ
【００５２】
　第１層における集合間隙は、０．１８５ｍｍ×５５．００％として計算することができ
る。ｄ１／ｄ０の比率は、１．０９である。図３ａ，３ｂ，３ｃは、コードに沿って数ｍ
ｍ間隔で切断した種々の断面３００を示している。コアフィラメント３０２が他のフィラ
メントから識別されるだろう。第２層のフィラメントは、元々は、交互配列、すなわち、
３１０１→３１２１→３１０１→３１２１→３１０１→３１２１→３１０１→３１２１→
３１０１→３１２の順序でコアを取り囲んで、第２の撚合点内に供給されることになる。
しかし、この順序は、完全に変化する可能性がある。何故なら、外層のフィラメントは、
外層の他の「陥没した」フィラメントを飛び越え、その結果として、例えば、図２ａに示
される配列、すなわち、３１０１→３１０１→３１２１→３１２１→３１０１→３１０１

→３１２１→３１０１→３１２１→３１２の順序に並ぶ可能性があるからである。
【００５３】
　このコードは、以下の特性、すなわち、３．１７９ｇ／ｍの線密度、１１０７Ｎの破断
強度、２７３７ＭＰａの有効引張り強度、および１９４，７６０ＭＰａの弾性率（１８０
，０００ＭＰａの弾性率を有する７×３型または３×３型のストランドコードよりも大き
い）を有している。大きな弾性率は、伸びが殆ど許容されない補強用途において、特に有
益である。
【００５４】
　最後に、以下の幾何学的配列による著しく不飽和な第２層を有する実施形態を製造した
。
【００５５】
　０．１７５＋（５×０．２０；３×０．２０）１２ｍｍＳ
【００５６】
　この構造の集合間隙は、０．２０ｍｍの４５％である。ｄ１／ｄ０の比率は、１．１４
である。図４は、コードの断面４００を示している。この断面において、コアフィラメン
ト４０２、第１層のフィラメント４０４、および第２層のフィラメント４１２の差異が明
らかに識別されるだろう。このような断面は、コードを硬質ポリマー成形物内に固定し、
この試料を切断し、かつ研磨することによって得られた。層ごとに徐々に研磨することに
よって、一連の断面を得ることができる。これらの断面から、フィラメント中心（図面で
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は「×」によって示されている）の移動軌跡を再現することができる。成形物内に２つの
平行ワイヤ４２０を導入することによって、基準フレーム４２２を構築すれば、この基準
フレーム４２２に対するフィラメント中心の位置を測定可能となる。図４ｂでは、０ｍｍ
、０．１３４ｍｍ、２．６８ｍｍ、４．０９ｍｍ、５．４５ｍｍ、および６．９８ｍｍの
箇所における断面、すなわち、撚り長さの約半分の距離における６つの前記断面に基づい
て、フィラメント軌跡の変化が示されている。コアフィラメント４０２の移動軌跡は、「
◆」によって示されている。記号を結ぶ線は、便宜的に付けられたものである。明らかに
、コアフィラメントは、直線状ではなく、螺旋状の変形を呈している。このような断面に
基づいて、図４ａでは、「重心」も矢印４２３によって示されている。この「重心」は、
図４ｂにおいてハッチング領域４２４で示されるように、フレーム４２２に対して大きく
移動していない。

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３ａ】
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【図３ｃ】

【図４ａ】

【図４ｂ】
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